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            	適格消費者団体とは

            	消費者の利益を守るための活動を目的とした,消費者団体です。

            		弁護士・司法書士・消費生活相談員、学者、消費者等が参加しています。
消費者のために「消費団体訴訟」・「悪徳業者への申し入れ活動」等を行う団体として、内閣総理大臣の認定を受けています。

        	

            
            	
                	新着情報

                		2024年04月09日お知らせ

                			心理学から考える消費者トラブル回避術　講演のお知らせ
	2024年03月08日お知らせ

                			[霊感商法等悪質商法をめぐる相談対応 と適格消費者団体の役割] 講座のご案内
	2024年02月09日お知らせ

                			【会員限定】令和５年度消費者市民サポートちば 消費者問題学習会（専門講座）


                

            	
                	申し入れ活動

                		2023年10月10日是正申し入れの状況
㈱Ｃｒｅａ
	2023年06月23日是正申し入れの状況
（株）トーヨーテクノ
	2023年06月20日教育・教養・娯楽関連
㈱ゼクシス
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		            〒260-0013 千葉市中央区中央4-13-10 (千葉県教育会館5F)
受付時間：平日 10:00〜16:00

		            ››プライバシーポリシー

		            TEL:043-239-6037　/  FAX:043-239-6038
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